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位
一
体
改
革
の
一
環
と
し
て
、

地
方
自
治
体
が
自
主
的
に
財
源
の

確
保
を
行
い
、
住
民
に
と
っ
て
真

に
必
要
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
自
ら

の
責
任
で
よ
り
効
率
的
に
行
え
る

よ
う
、�
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住
民
税
所
得
割
の
税
率
は
、
課

税
所
得
金
額
に
応
じ
５
％
か
ら
13

％
ま
で
の
３
段
階
で
あ
っ
た
も
の

が�
�

���
2
3

�
4
1
5

��

.

に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
所
得
税
の
税
率
は
、
課

税
所
得
金
額
に
応
じ
10
％
か
ら
37

％
ま
で
の
４
段
階
で
あ
っ
た
も
の

が
、�

�

���
3

�
�
.
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��.
)
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7
8

に
改
正
さ
れ

ま
す
。

な
お
、
住
民
税
と
所
得
税
の
人

的
控
除

(

基
礎
控
除
や
扶
養
控
除

等)

の
差
に
応
じ
た
減
額
措
置
を

講
ず
る
た
め
、�
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毎
月
の
給
料
か
ら
税
金
を
天
引

さ
れ
て
い
る
方
は
、
所
得
税
の
減

少
は
平
成
19
年
１
月
の
給
料
か
ら
、

個
人
住
民
税
の
増
加
は
平
成
19
年

６
月
の
給
料
か
ら
実
施
さ
れ
ま
す
。

給
与
天
引
で
な
い
方

(

事
業
を

さ
れ
て
い
る
方
等)

は
、
個
人
住

民
税
の
増
加
は
平
成
19
年
６
月
か

ら
、
所
得
税
の
減
少
は
平
成
20
年

の
確
定
申
告
で
実
施
さ
れ
ま
す
。
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平
成
11
年
度
か
ら
実
施
さ
れ
て

き
た
定
率
に
よ
る
税
額
控
除
が
、

平
成
18
年
度
分
は
所
得
割
額
の
７
・

５
％

(

上
限
２
万
円)

と
な
っ
て

い
ま
し
た
が
、�
�

���
2

�

4
G
H

に
な
り
ま
す
。

所
得
税
も
、
平
成
18
年
分
は
税

額
の
10
％
が
控
除

(

上
限
12
万
５

千
円)

さ
れ
ま
す
が
、
平
成
19
年

分
か
ら
廃
止
さ
れ
ま
す
。
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平
成
18
年
度
か
ら
65
歳
以
上
の

方
の
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得

の
計
算
方
法
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。
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平
成
18
年
度
か
ら
、
65
歳
以
上

の
方
に
適
用
さ
れ
て
い
た
老
年
者

控
除

(

所
得
税
50
万
円
、
住
民
税

48
万
円)

が
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
伴
い
、
65
歳
以
上
の
方

で
寡
婦

(

夫)

控
除
の
要
件
に
該

当
し
た
場
合
は
、
寡
婦

(

夫)

控

除
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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平
成
18
年
度
か
ら
、
65
歳
以
上

の
方
で
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が

１
２
５
万
円
以
下
の
方
に
対
す
る

個
人
住
民
税
の
非
課
税
措
置
が
廃

止
さ
れ
ま
し
た
。

な
お
、
昭
和
15
年
１
月
２
日
以

前
に
生
ま
れ
た
方
で
、
前
年
の
合

計
所
得
金
額
が
１
２
５
万
円
以
下

の
方
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り

経
過
措
置
が
と
ら
れ
て
い
ま
す
。
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公的年金等
の収入金額Ａ

年金に係る
雑所得

330万円未満
Ａ －
120万円

330万円以上
410万円未満

Ａ×75％－
37.5万円

410万円以上
770万円未満

Ａ×85％－
78.5万円

770万円以上
Ａ×95％－
155.5万円
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公的年金等
の収入金額Ａ

年金に係る
雑所得

260万円未満
Ａ －
140万円

260万円以上
460万円未満

Ａ×75％－
75万円

460万円以上
820万円未満

Ａ×85％－
121万円

820万円以上
Ａ×95％－
203万円

※均等割 (県民税) には島根県の水と緑の森づ
くり税 (500円) が含まれています｡

� � ����� ����� �����

均
等
割

市民税 1,000円 2,000円 3,000円

県民税 800円 1,100円 1,500円

所得割
(市・県民税)

３分の２
を減額

３分の１
を減額 減額なし

� � � � � �

�
�
�

 ! " # !$
～ 195万円 5％

195万円 ～ 330万円 10％
330万円 ～ 695万円 20％
695万円 ～ 900万円 23％
900万円 ～ 1,800万円 33％
1,800万円 ～ 40％
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 ! " # %&!$

一律
※減額措置：全世帯にお
いて人的控除の差を考慮
した減額措置を実施｡

10％

�
�
�

 ! " # !$

～ 330万円 10％

330万円 ～ 900万円 20％

900万円 ～ 1,800万円 30％

1,800万円 ～ 37％

�
�
�
�
�

 ! " # %&!$

～ 200万円 5％
200万円 ～ 700万円 10％
700万円 ～ 13％

'
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雲南市では生活情報の提供と､ 産業振興の一助､ 行財政改革の一環として有料広告枠を設けました｡
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三
刀
屋
斎
場
の
年
末
年
始
の
業

務
は
次
の
と
お
り
で
す
。

�
i
�
j
k
�

12
月
31
日
ま
で
は
業
務
を
行
い

ま
す
。	

l
m
h
l
4
n
k

し
、

３
日
よ
り
業
務
開
始
し
ま
す
。
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平
成
18
年
中
に
建
て
替
え
や
移

転
な
ど
の
た
め
、
建
物
を
取
り
壊

し
た
場
合
は
１
月
中
に
届
け
出
て

く
だ
さ
い
。

o
B
p
q
r
s
t
%
u
v
K
(
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M
�
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<

法
務
局
で
速
や
か
にw

x
u
v

m
m
m
m

を
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
登
記
を

さ
れ
れ
ば
市
役
所
へ
の
届
出
は
不

要
で
す
。

o
B
p
q
r
s
t
%
y
u
v
�
g
<

市
役
所
税
務
課
ま
た
は
各
総
合

セ
ン
タ
ー
の
窓
口
でz

e
w
x
{

m
m
m
m
m

に
記
入
し
て
届
け
出
て
く
だ
さ
い

(

認
印
を
ご
持
参
く
だ
さ
い)

。

な
お
、
取
り
壊
さ
れ
た
建
物
を

家
屋
台
帳
等
で
特
定
す
る
の
に
、

多
少
お
時
間
を
い
た
だ
く
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

※
右
記
の
登
記
ま
た
は
届
け
出

を
忘
れ
る
と
、
実
際
に
は
存
在
し

な
い
家
屋
の
固
定
資
産
税
を
納
め

続
け
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

固
定
資
産
税
は
毎
年
１
月
１
日

(

賦
課
期
日)

現
在
に
所
有
さ
れ

る
土
地
、
家
屋
、
償
却
資
産
が
課

税
対
象
と
な
り
ま
す
。
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土
地
や
家
屋
以
外
の
事
業
用
資

産
を
償
却
資
産
と
い
い
ま
す
。

会
社
や
個
人
が
事
業
の
た
め
に

所
有
し
て
い
る
機
械
、
器
具
、
備

品
、
構
築
物
な
ど
の
資
産
が
償
却

資
産
と
な
り
ま
す
。

例
え
ば
、
レ
ジ
ス
タ
ー
、
商
品

陳
列
ケ
ー
ス
、
自
動
販
売
機
、
冷

蔵
庫
な
ど
で
す
。
た
だ
し
、
自
動

車
、
軽
自
動
車
等
は
除
き
ま
す
。

こ
れ
ら
の
所
有
者
は
、
毎
年
１

月
１
日
現
在
に
お
け
る
償
却
資
産

に
つ
い
て
、
所
在
、
種
類
、
数
量
、

取
得
時
期
、
取
得
価
額
、
耐
用
年

数
等
を
１
月
31
日
ま
で
に
申
告
す

る
義
務
が
あ
り
ま
す

(

地
方
税
法

第
３
８
３
条)

。

忘
れ
ず
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

�
�
���
�
�
�
�

���	
�


�

�
�
�
m
�
�
�
�
|
}
~
�

�
�

���
h
�

��l
�
S
�


�


�

��l
�
�
�
)
�

申
告
相

談
を
実
施
し
ま
す
。

こ
の
申
告
は
、
市
・
県
民
税
の

課
税
、
国
民
健
康
保
険
料
、
介
護

保
険
料
の
賦
課
の
ほ
か
福
祉
・
医

療
・
児
童
手
当
等
の
給
付
や
保
育

料
、
公
営
住
宅
使
用
料
等
の
算
定

の
基
礎
と
な
り
ま
す
。

申
告
相
談
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、

１
月
下
旬
に
各
世
帯
に
配
付
す
る

チ
ラ
シ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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農
業
所
得
に
つ
い
て
、
次
の
日

程
で
申
告
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。
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●暖房の設定温度を21℃から20℃に
変更する｡
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※詳しくは､ 12月上旬に送付しました ｢農業所得
申告相談日のご案内｣ をご覧ください｡
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大東総合センター RS��I�T�QRS0�I�U�

加茂総合センター RS0�I�T�Q@S@I�V�

木次総合センター @SWI�S�Q@SXI�T�

三刀屋健康福祉センター RS0�I�T�Q@S@I�V�

吉田総合センター RS��I�S�QRS0�I�U�

掛合総合センター @SWI�S�Q@SXI�T�

広告掲載をご希望の方は､ 木次都市開発� (広告代理店) �0854-42-2221までお問い合わせ下さい｡
�� ������


